
                     遊休農地等利活用促進事業実施要領 

                                         

                                     平成 31 年 4月 1日付け農村第 10号農政部長通知 

                                         

第１ 趣旨 

   農地は、食料を安定的に供給する基本的な役割とともに、農業の営みや農村の人々の

暮らしを通じて、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成など、

様々な多面的機能を有している。 

しかし、担い手の減少と高齢化によって、遊休農地の発生が問題となっている。 

こうした遊休農地では、営農を開始するための条件整備が障壁となり、農地の集積・

集約に支障を来している。このため、遊休農地の解消・再生を進めるための条件を整え

るために必要な支援を行う。 

 

第２ 事業の実施 

   本事業の具体的な事業区分、事業実施主体、補助要件及び補助率は別表に、具体的な 

運用等は別記１に掲げるとおりとする。 

 

第３ 対象農地 

  １ 本事業の対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 

号）第６条第１項に基づく農業振興地域の農地の内、農地法第 30 条に基づく「利用状

況調査」（以下「利用状況調査という。」の結果それぞれ以下に該当するものとする。 

農地の区分 条件 

1 号遊休農地 

（緑区分、白地） 

1 号遊休農地のうち、「農地法の運用について」第３の１の（３）のア

の（ウ）a に該当する農地（以下緑区分という）のうち農用地区域に指

定されていない農地（以下白地という） 

2 号遊休農地 利用状況調査で 2 号遊休農地と判定された農地全て 

一時休耕農地 遊休農地と判定されていないが支障があり一時的に休耕している農地 

その他 県と協議して認める農地 

 

第４ 事業の実施等の手続き 

１ 事業実施計画の承認 

  （１）本事業を実施しようとするものは、様式第１号により事業実施計画を作成し、様

式第２号により市町村長に提出するものとする。 

  （２）市町村長は、（１）の事業実施計画の提出があった場合は、必要な指導及び調整を

行った上で、様式第２号の２により農林事務所長に提出するものとする。 

  （３）農林事務所長は、（２）で提出された事業実施計画の内容が適切と認められる場合 



は、様式第３号により承認した旨を市町村長へ通知を行うものとする。 

 （４）市町村長は、（３）により通知を受けた場合、様式第３号の２により承認した旨を

事業実施主体へ通知を行うものとする。 

 ２ 事業実施計画の変更及び中止 

   事業実施主体は、事業実施計画について、以下の変更が生じた場合は、１の手続き 

に準じて、農林事務所長の承認を受けるものとする。 

（１） 事業実施主体の変更 

（２） 補助金の額に影響を及ぼす変更 

（３） 再生する農地の変更 

（４） 事業の中止 

 

 ３ 事業実施実績の提出 

（１） 事業実施主体は、様式第１号により当該年度の事業実施実績を作成し、事業実施 

翌年度の４月１０日までに、様式第２号により市町村長に提出するものとする。 

 （２）市町村長は、（１）の事業実施実績の提出があった場合は、必要な指導等を行った

上で、様式第２号の２により農林事務所長に提出するものとする。 

  ４ 事業の着工 

    本事業の着工は、原則として、交付金交付決定に基づき行うものとする。 

    ただし、地域の実情に応じて本事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得な 

い事情による場合は、交付決定前に着工することができるものとする。 

 

第５ 助成措置 

  １ 県は、予算の範囲内において、この事業に要する経費について、「岐阜県補助金等交

付規則（昭和 57 年岐阜県規則第８号）」及び「岐阜県農業振興事業費補助金交付要綱

（平成 18年 3月 31日農政第 294 号農政部長通知）」に定めるところにより、市町村に

対し補助金を交付するものとする。 

  ２ 市町村が事業実施主体に対して補助金を交付する場合には、本要領に準じて、事業

実施主体の自主的な遊休農地の発生防止・解消の施策の展開を尊重するよう努めるも

のとする。 

 

第６ 事業の推進 

  関係農林事務所は、事業実施体制の整備及び事業の実施等にあたって必要な指導助言

を行うものとする。 

 

第７ その他 

 １ 本事業は事業実施主体の自主的な施策について助成するものであるため、全面委託



は認めない。 

 ２ 農林事務所及び市町村は、本事業において遊休農地の解消・再生をした農地につい

て、将来にわたって農地が保全されるよう、多面的機能支払制度及び中山間地域等直

接支払制度の活動への編入促進等の対策を講じること。 

 

附 則 

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

  

附 則 

この要領は、令和元年５月７日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表（第２関係） 

事業実施主体 補助要件 補助額 

事業実施主体は、次に掲げる

者とする。 

(1)農業者（農政部長が別に定

めるものに限る。） 

(2)農業者等の組織する団体

（農政部長が別に定めるも

のに限る。） 

(3)民間事業者（農政部長が別

に定めるものに限る。） 

(4)農地中間管理機構 

(5)農業協同組合 

(6)土地改良区 

(7)市町村が県と協議して認め

る者 

(8)市町村 

(9)アグリパークにより農業に

参入する者 

補助要件は、次に掲げるすべての要件

を満たすこと。 

(1)賃借権・使用貸借権の設定・移転、

所有権の移転又は農作業受委託等に

よって、遊休農地の再生作業又は発

生防止作業後、当該農地において２

年間以上耕作する者であること。（た

だし、農政部長が別に定める場合に

は、この限りではない。） 

(2)１事業実施主体当たりの補助額が

百万円以内のものに限る。 

 

 

農政部長が別に

定める額とする。 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１（運用） 

 

第１ 事業の内容 

 別表に係る運用は、次のとおりとする。 

 

第２ 事業実施主体 

１ 別表の事業実施主体は、賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業 

受委託等によって、当該農地において２年間以上耕作する、またはさせる者とする。 

２ 別表の事業実施主体の欄の（１）から（３）までに掲げる事業実施主体は、次のいず 

れかに該当するものとする。 

  （１）認定農業者 

ア 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条第１項に基づき、市

町村から経営改善計画の認定を受けた経営体 

      イ 農業経営基盤強化促進法第 23 条第４項に規定する特定農業法人 

 （２）認定新規就農者 

農業経営基盤強化促進法第 14 条の４に基づき、市町村から青年等就農計画の認定

を受けた経営体 

 （３）基本構想水準到達者 

年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して農業経営基盤強化促進法第６

条第１項に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に

達しているとみなせる経営体 

 （４）集落営農経営 

        次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営 

      ア 農業経営基盤強化促進法第 23 条第４項に規定する特定農業団体 

イ 複数の農業者により構成される農作業受託組織であって、組織の規約を定め、

対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っている集落営農組織 

 （５）地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）に中心となる経営体として位置づけ

られ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機

構から農地を借り受けていること。 

３ 別表の事業実施主体の欄の（２）及び（３）に掲げる事業実施主体は、次のいずれか 

に該当するものとする。但し、別表の事業実施主体の欄の（２）において、２の（４） 

に該当する集落営農経営に該当する場合は、この限りでない。 

（１）農地所有適格法人（農地法（昭和 27年法律第 229 号）第２条第３項に規定する法

人をいう。） 

（２）農事組合法人（農業協同組合法（昭和 22年法律第 132 号）第 72 条の 10第１項に

規定する事業を行う法人をいう。） 



（３）NPO 法人（特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項の規定に

よる非営利活動法人をいう。） 

（４）農地法、農業経営基盤強化促進法又は農地中間管理事業の推進に関する法律（平

成 25年法律第 101号）に基づいた手続きにより農業参入した法人 

４ 別表の事業実施主体の（７）市町村が県と協議して認めるものは様式第４号を県に提

出し、県と協議して認めたものとする。 

５ 別表の事業実施主体の欄の（１）から（９）までに掲げる事業実施主体にあっては、 

事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。 

 

第３ 補助要件 

 別表の補助要件の農政部長が別に定める事項は、次のとおりとする。 

１ 事業実施主体が別表の事業実施主体の欄の（４）農地中間管理機構、（５）農業協同組

合、（６）土地改良区及び、（８）市町村である場合は、賃借権等によって、遊休農地解

消又は再生作業の後、当該農地において２年間以上耕作する者であるとみなす。 

 

第４ 補助額 

別表の補助額の農政部長が別に定める場合は、次に掲げる表中のとおりとする。  
農地の区分 10a 当たりの事業費単価 うち県補助 

1 号遊休農地（緑区分、白地） 43,000 円 事業費単価の 3/4 以内 

2 号遊休農地 24,000 円 事業費単価の 3/4 以内  

一時休耕農地 24,000 円 事業費単価の 3/4 以内 

その他※１ 24,000 円 事業費単価の 3/4 以内 

※１．様式第４号を県に提出し、県と協議して認めたものとする。 

 

第５ 補助対象経費 

 第４の事業メニューにおける補助対象経費は次のとおりとする。 

１ 遊休農地解消及び再生作業 

刈払、深耕・整地、排水改善、障害物除去、再生作業（雑木の除去等）に係る経費 

 ２ 土壌改良 

土壌改良資材等の投入に係る経費 

 ３ その他遊休農地の発生防止など必要と認められる経費 

 

第６ 優先採択 

  以下の条件の農地について、予算の範囲内において優先的に採択する。 

 １ 農地法第 30 条に基づく「利用状況調査」で１号遊休農地（緑区分）、２号遊休農地

に該当する農地 



 ２ 中山間地域における農地 

 

第７ 実施基準等 

   本事業の実施は、次のとおりとする。 

１ 事業実施主体が自己資金若しくは他の助成により事業を実施中又は既に終了してい

るものは、本事業の対象とすることはできない。 

２ 本事業により再生した農地等について、市町村長は、事業完了後、当該農地におい

て２年間耕作するまで、毎年度の耕作状況の確認を確実に行わなければならない。当

該確認に当たっては、農地法第 30 条に基づく「利用状況調査」を確認するものとする。 

   また、市町村長は、当該農地について事業が終了した日から自然災害その他やむを

得ない理由により２年を経ずして再び耕作されなくなった場合には、別紙の指導・支

援フロー図により、営農を再開するために必要な指導や支援、新たな耕作者の確保等

について検討するものとする。さらに、当該農地において２年間耕作した後も、市町

村長は引き続き、賃借権等が継続されるよう努めるものとする。 

   なお、市町村長は、耕作状況の確認結果（耕作が行われていない場合の指導内容や

今後の耕作再開の見通しを含む。）について、様式第５号により、農林事務所長に提出

するものとする。 

３ ２のほか、市町村長は農林事務所長の求めに応じて、耕作状況の確認結果を報告す

るものとする。 

         

第８ 会計経理 

      事業実施主体は、次に掲げる事項に留意して適正に処理するものとする。 

１ 事業に係る経理は、独立の帳簿を設定するなどの方法により、他の経理と区分して

行うものとする（対象事業以外の事業を含む全ての事業を一括して経理する場合にも、

対象事業に係る経理については区分を明確にしておくこと。）。 

２ 補助金の使途について厳正に管理することとし、使途を証明する領収書等関係書類 

等を整備しておくこと。 


